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１．はじめに 

（１）ピアサポートとは 

 「自ら障害や疾病の経験を持ち、その経験を活かしながら、他

の障害や疾病のある障害者の支援を行うこと」です。（ピア＝仲

間、同輩、対等者） 

 

（２）ピアサポート体制加算／実施加算の創設 

令和３年度報酬改定において、「ピアサポート体制加算・ピア

サポート実施加算」が新設されました。事業所において、県が実

施する「障害者ピアサポート研修事業」の研修カリキュラムを受

講・修了した障害者及び障害者であったと認められる者（障害

者等）及びそれ以外の職員（管理者等）を配置（就労継続支援

B型については配置し、支援を実施）することにより、加算として

評価されます。  

就労継続支援Ａ型事業所については、研修受講修了者したピ

アサポーターの配置がスコア評価の中で評点（２点）されます。 

  令和６年度報酬改定において、ピアサポート実施加算に「自立

訓練」 と「共同生活援助」が追加され、新たに「共同生活援助」



5 

 

の「退去後ピアサポート実施加算」が追加されました。 

 ピアサポート体制加算 ピアサポート実施加算 

 

対

象 

自立生活援助 

特定相談支援 

障害児相談支援 

一般相談支援 

就労継続支援B型 

自立訓練（※宿泊型自立訓練

を除く） 

共同生活援助 

単

位 

100単位/月 100単位/月 

 

 

 

要

件 

・障害者等及び他の従事者の

基礎研修及び専門研修の修

了 

・研修修了した職員の配置 

・研修修了した者により、他の

従業者を対象とした障害者に

対する配慮等に関する研修を

年１回以上実施 

・就労継続支援B型において

は、就労継続支援B型サービス

費（Ⅳ）、（Ⅴ）又は（Ⅵ）を算

定していること。 

・共同生活援助では、自立生

活支援加算（Ⅲ）を算定してい

ること 

・障害者及び管理者等の基礎

研修及び専門研修の修了 

・研修修了した職員の配置 
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・研修修了した者により、他の

従業者を対象とした障害者に

対する配慮等に関する研修を

年１回以上実施 

・研修修了した職員による利

用者へのピアサポート実施 

・共同生活援助においては、上

記とは別に、退居後共同生活

援助サービ ス費等を算定して

いる場合に、退居後ピアサポー

ト実施加算（報酬単価：１００単

位／月） 

※就労継続支援Ａ型事業所については、研修受講修了者したピ

アサポーターの配置がスコア評価において評点（２点）されます。 
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２．令和７年度奈良県障害者ピアサポート 

研修の概要 

（１）目的 

 自ら障害や疾病の経験を持ち、その経験を活かしながら、他の

障害や疾病のある障害者の支援を行うピアサポーター及び障害

福祉サービス事業所等の管理者等の養成を図ることにより、奈

良県内の障害福祉サービス等における質の高いピアサポート活

動の取組を支援 

 

（２）カリキュラム 

 詳細は別紙カリキュラムをご参照ください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝【受講の流れ】＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

基礎研修の受講・修了 

※専門研修は、基礎研修を受講・修了した方 

だけが受講できます。 

※専門研修は、令和８年度に実施予定です。 

専門研修の受講・修了 
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フォローアップ研修の受講・修了 

※加算算定対象にフォローアップ研修は含まれませんが、厚生

労働省通知によりフォローアップ研修までを一体的な研修と捉

え、各研修を少なくとも年1回以上実施することとされています。 

 

（３）受講対象者 

 ①奈良県内の指定障害福祉サービス事業所等（＊１）（以下「事

業所」という。）において、「ピアサポーターとして雇用されている

者（常勤、非常勤は問いません）または、今後雇用が見込まれる

者」（＊２） 

 

 ②上記①の者と同一事業所内に所属し、上記①の者と協働し

て専門職（＊3） として支援する者又は支援しようとする者 

 

※ただし、過去に本研修を修了済の方が事業所内に職員（ピア

サポーター、専門職）として勤めている場合は、ピアサポーター、

専門職のうち１名のお申込は可能です。 
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（＊１） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

及び児童福祉法に基づく奈良県内に所在する事業所 

（＊２） 障害のある者（身体障害、知的障害、精神障害（発達障害含む）、難

病等対象者、高次脳機能障害等、障害領域は問わない。） 

（＊3）専門職とは、ピアサポーターと同じ事業所の管理者、サービス管理責

任者等をいう。経営者、現場の監督者のいずれかは問わない。 

 

（４）実施方法 

集合型 

 本研修は、講義・演習が一体となった研修のため、指定された

日程・会場に受講者が集まる形式で実施します。 

グループワークでは、自分の考え等を他の受講者に伝えること、

他の受講者を含めて共有・討議することを予定しています。グル

ープワークの結果や演習の感想等を全体に向けて共有(発表)す

る機会がありますことをご理解ください。 

研修受講に当たって配慮すべき事項がございましたら、事前に

申し出ていただけるよう、申込書に記載欄を設けていますので、

その旨ご記入ください。配慮事項について、研修会事務局から個
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別にヒアリングをさせていただく予定です。 

 

（５）募集定員 

３０名（ピアサポーター、専門職合わせた人数） 

※定員を上回る申込があった場合、受講をお断りする場合があ

ります。 

 

（６）日程及び会場 

※研修時間は、別紙カリキュラムをご参照ください 

１日目 ２/２４(火) 

２日目 ２/２５(水) 

奈良県保健研究センター１階会議室（※１） ３０名 

（※１）奈良県保健研究センター 

〒633-0062奈良県桜井市粟殿１０００
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【公共交通機関】 

・近鉄桜井駅 ＪＲ桜井駅 北口から徒歩１５分 

・近鉄桜井駅北口から奈良交通天理行き  桜井市保健福祉センター下

車すぐ 

【駐車場】 

・駐車できる自動車の台数に限りがあります。できるだけ公共交通機関を

利用してのご来場をお願いします。 

【昼食】 

・昼食は各自持参してください。会場の徒歩圏内にコンビニエンスストアが

あります。ゴミはお持ち帰りください。 

 

3. 研修の申込について 
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（１）申込期限 

令和８年２月１３日（金曜日）１７：００厳守 

※所定の受講申込書を令和８年２月１３日（金曜日）までに必要

な項目を全て入力し、奈良スーパーアプリによりお申込みくださ

い。 

 

※原則、事業所単位で申込してください。事業所単位とは加算

を算定する事業所単位を言います（算定を希望する場合を含

む）。事業所単位で申込の場合、受講申込書は、受講者推薦状

を兼ねます。 

※事業所から推薦する者については、申込時点で雇用関係にな

い者（雇用を予定する者）でも差支えありません。 

 

※同一法人から複数の事業所等からお申込みをされる場合は、

必ず受講申込書に法人での優先順位の記載をお願いします。 

 

（２）申込方法 

・奈良スーパーアプリからお申込みください。 
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4.受講決定について 

 受講決定者に対して、受講決定の可否について連絡をします。 

 

（１）募集定員を上回る申込があった場合 

   加算算定状況やピアサポーター雇用状況等を参考に受講の 

 可否を検討した上で決定します。本研修会は、ピアサポーター 

 の雇用の促進も目的としていますので、すでにピアサポーターと 

 して雇用されている申込者、ピアサポーターとして雇用される具 

 体的時期が決まっている申込者を優先させていただきます。 
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5.研修修了について 

（１）修了条件 

 基礎研修、専門研修、フォローアップ研修それぞれについて、全

項目の受講をもって修了とします。 

※各項目で、５分以上の遅刻又は早退等があった場合、修了と

ならない場合があります。（講義間の休憩は１０～１５分、お昼休

憩は６０分設ける予定です。） 

※受講したとみなせない状態（研修と関係のない私語、居眠り、

携帯電話の利用等）については、修了とならない場合がありま

す。 

※この研修は、講演をきいて、グループごとに意見を出し合う

「演習」が多くあります。人の話をきちんと聞き、進んで発言・発

信していただくことを望みます。 

 

（２）修了証書の交付 

 「基礎研修」修了後に基礎研修の修了証書交付します。 
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６．その他 

（１）参加費 

 参加費は無料です。ただし、研修会場までの交通費は、事業所

又は受講者のご負担となります。 

 

（２）個人情報の取扱い 

 受講申込書に記載された個人情報については、個人情報の保

護に関する法律等の規定に基づき、適正な管理を行い、当該研

修事業の実施業務及び同修了者名簿の管理業務以外で利用

することはありません。 

 

（３）受講される障害者の方への合理的配慮 

 本研修は、障害や病気のある方にも安心して受講いただけるよ

う、以下のとおり合理的配慮を図った上で、研修を実施予定で

す。 

 受講前に事前に講義・演習の内容（概要）を確認いただけるよ

うに、研修資料は事前にご提供します。受講予定者の障害特性
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に応じて、ルビありや電子データ等の資料を準備します。その他、

配慮すべき事項等がありましたら、受講申込書にてお知らせくだ

さい（点訳、手話通訳等）。 

 

（４）欠席する場合 

※障害や病気等による体調不良で欠席される場合、なるべく早

めに（可能であれば、令和８年２月２０日（金）１７：００まで） 

奈良県疾病対策課精神保健係（電話：０７４２－２７－８６８３）ま

でご連絡ください。 

 

7.お問い合わせ先 

令和７年度奈良県障害者ピアサポート研修に関すること 

 奈良県 福祉保険部 医療政策局 疾病対策課 精神保健係 

 奈良県障害者ピアサポート研修 （担当：松岡・宮田） 

【電話】０５７０-０９-７６７６（平日：８：３０～１７：１５） 

 

 


